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工事と返送汚泥ポンプインバーター更新工事

1,410万円を計上いたしました。３目建設総務

費は、職員人件費等を計上し、１項の合計では

9,461万9,000円減の１億3,759万8,000円と予定

いたしました。 

 405ページをお開きください。２項企業債償

還金につきましては1,861万円減の４億9,423万

7,000円を計上してございます。 

 ２款１項建設改良費につきましては、１目管

渠整備費に公共ます等の設置工事費60万円、２

項の企業債償還金は97万7,000円の4,272万

6,000円を計上してございます。 

 次に、３款１項建設改良費につきましては、

１目処理施設事業費において、令和４年度に予

定しております今泉処理施設機能強化事業のう

ち、国庫補助事業分が令和３年度の補正予算対

応となりましたので、市単独事業分のみの計上

となり、対前年比8,130万円減の630万円を計上

いたしたところでございます。 

 ２目管渠整備事業費では、公共ます等の設置

工事費120万円を計上し、１項の合計を8,160万

円減の750万円といたしました。２項企業債償

還金につきましては870万9,000円減の7,635万

6,000円を計上したところでございます。 

 続きまして、４款１項建設改良費でございま

すが、１目建設総務費は職員人件費等で、406

ページをお開きください。２目浄化槽整備費に

は、新設浄化槽50基分の工事請負費6,900万円

を計上し、１項の合計を対前年比２万円増の

7,457万3,000円といたしました。２項企業債償

還金につきましては175万円増の1,625万9,000

円を計上したところでございます。 

 以上が令和４年度長井市下水道事業会計予算

の概要でございます。よろしくご審査賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

 

 令和４年度長井市各会計予算案に関 

 する総括質疑 

 

 

○梅津善之委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ここで、総括質疑の発言通告がありますので、

順次ご指名いたします。 

 

 

 勝見英一朗委員の総括質疑 

 

 

○梅津善之委員長 順位１番、議席番号２番、勝

見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 それでは、早速質問さ

せていただきます。 

 最初に、令和４年度予算案に関して質問させ

ていただきます。 

 コロナ禍で市税がどうなるかと思っておりま

したが、予算案によれば、若干の伸びを見込め

るということで、経済も案外持ち直しているの

かなと感じました。市長の施政方針の１ページ

にありますように、感染症の収束と経済活動の

両立が一層進むことを願っております。 

 さて、施政方針全体を通読しますと、市政全

般を網羅しながらも、スマートシティやＤＸ、

ＧＸといったデジタル技術の活用が随所にちり

ばめられているという印象を持ちました。一定

の重点配備、あるいは軽減措置を取りながら、

令和４年度の予算案が編成されたことと思いま

す。 

 そこで、市長にお伺いいたしますが、令和４

年度の予算編成に当たり、市長はどのような基

本方針をお示しになられたのでしょうか。これ

は予算全般を俯瞰し、また、市長の施政方針を

理解する上で重要なことでもありますので、最

初にお伺いいたします。 

○梅津善之委員長 内谷重治市長。 
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○内谷重治市長 お答えいたします。 

 毎年当初予算の編成を行うわけでございます

けれども、ここ３年は財政課長と事前に打合せ

等々を、そこには副市長とか政策推進監、ある

いは技監等も入っていただいて、打合せをして、

そしてその内容を財政課長から予算要求の際に

文書として、方針として出していただいており

ます。 

 その基本となるものでございますけれども、

なぜここ３年ぐらいは細かに指示していないか

ということでございますけれども、まず一つは、

参事制っていいますか、長井市は平成12年頃で

しょうかね、部長制を廃止しました。なかなか

横の連携が取れていないということで、参事制

を組みまして、現在は非常に連携が取れている

状況になりつつあると思っております。 

 そんなことから、機会あるたびに申し上げて

おりますが、財政再建で、私も約15年やってき

たわけですが、その中での３つの教訓っていい

ますか、そういったところを常に確認しており

ます。まず１つは、事業の計画的な推進です。

中期、長期、あるいは短期という３年ぐらいの

計画もありますけれども、その計画に基づいた

事業であること。これはソフト、ハード、合わ

せてでございます。 

 ２点目が、まず単独事業はかなり慎重にやる

と。国の制度、補助事業、交付金事業等々を、

まず何とか見つけられないかと、あるいは県も

そうでございますけれども、そんな中で、視点

を変えて、その事業を組みますと、今まででき

なかったことができるというのは多々あるんで

すね。したがって、そういったことをまずしっ

かりやるということ。単独事業については、も

う本当に必要なんだけども、これ以上財源とし

ては見込めないという場合に限る。 

 あと、３点目は、やはり適正な人件費。これ

は比率もあるんですけど、これを守っていくと。

この３つが我々得た教訓だと思っておりまして、

現在の管理職の皆さんは、この辺はもう肌身に

しみて理解されていると思っております。 

 そんな中で、もう一つ気をつけなきゃいけな

いのは、やはり今公共事業を進めておりますの

で、実質公債費比率を常に意識して起債等を考

えていくということでございます。 

 それに基づいて、実は３つございまして、

長々と恐縮でございますが、まず、１つは平成

26年から令和５年までの第５次総合計画、この

計画に基づいた事業であるということ。２点目

が、平成27年から前期、後期含めて10年間の国

の地方創生のまち・ひと・しごと総合戦略、こ

れは今、後期計画に入っておりますけれども、

そこの総合戦略に基づいた事業であること。そ

して、３点目が平成28年から令和７年までの10

年間の公共施設等整備計画事業、これらを重点

的に見据えて、それに沿った事業であるかとい

うことがまず基本であります。 

 こういったことを年２回の各課との打合せ、

前期が４月から９月まで、後期が10月から３月

まで、こういったことの打合せと、あと参事会

とかですね、あと庁議、こういったところでそ

れらを確認しながら進めております。 

 また、一方で、各課のほうで、今様々な事務

事業、これ市民の皆様の暮らしを守り、そして

幸せを感じられるような、そんな施策、これを

やっぱり改善することが毎年毎年出てくるわけ

ですが、そういったことについて、それはもう

一々私からじゃなくて、事業として、予算とし

て組んで、そして財政課の査定とかで、それで

もし落とされた場合は復活ということがござい

ますので、そういったことで最終的には全部の

予算案を私のほうで確認しながら予算を組んで

いるという状況でございます。 

 あとは最後にですけども、令和４年度の施政

方針の中で、毎年キャッチフレーズというのを

つくっておりますが、今年は「進化と共創が紡

ぐ未来へ」ということなんですが、そのただい
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ま勝見委員からもありました、いわゆる進化に

ついてはスマートシティの取組であったり、あ

るいは国でいうデジタル田園都市国家構想、さ

らにはデジタルトランスフォーメーション、グ

リーントランスフォーメーション、ＳＤＧｓ、

カーボンニュートラル、こういったものを十分

に意識しながら、ぜひ各課のほうでいろんな事

業を提案してほしいと。 

 もう一つの共創ということにつきましては、

２月から３月にかけて各地区の地区長会の総会

が開かれまして、私も話を聞いていただくよう

な機会をいただきましたけども、その中でも申

し上げておりますが、大体今の地区長さんの年

齢というのは60代、70代が多いと思うんですが、

かつて地区長の皆さんが若いときですから、30

年、40年前ですね、そのときと今、どう違って

いるかって、よく考えてほしいと。 

 かつては３世代で自分を中心に家族がいたと

思うと。上にはおじいちゃん、おばあちゃんが

いて、下には子供たちがと。ところが、今現在

は地区長さんと奥様とか、あるいは同居してい

ない長男、長女というのが近くにいるかもしれ

ない。今そういうふうにもう変わってきている

んだと。 

 ですから、人口減少がこれから20年、30年ど

ころか50年ぐらい続くということを覚悟すると

きに、もう行政だけでは地域をしっかりと持続

可能な地域にしていくというのは非常に難しい

ので、コミュニティセンターが今回一般社団法

人として法人化になりまして、そのコミュニテ

ィセンターを中心に、地区に住んでおられる市

民の皆様とか、いろんな団体、企業、それと私

ども行政一体となって、まさに新たにその地域

の在り方を考える共創の地域づくりをしていか

ないと、我々の地域は本当に持続可能な地域と

して続くのかどうかと考えてほしいという話を

していますが、これはもちろん市役所の中で、

コミュニティセンターの在り方をもう基本的に

自分たちの事業の中に必ず組み入れろというよ

うな話をしていまして、そんなことを常々言っ

ておりますので、あえて今年はどうだ、ああだ

ということではなく、もう長期の計画に基づい

た、それぞれ職員一人一人がそういう意識がま

だまだ不十分ではございますけれども、考えら

れるような事業の推進と、予算の要求、あるい

は在り方だと考えております。長くなりまして

申し訳ありません。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 基本的な姿勢、理解い

たしました。例えば多目的広場にしても、国の

考え方を生かしながら、本市にとって有益な方

法を取るということについては十分に理解する

ところです。特にこの行政だけではこれからの

地域社会を持続させるのには行政だけが背負う

ということでは無理なわけで、その辺を地域住

民とぜひ一体感を持って、共通理解を持って進

めていければいいなと感じたところでした。 

 続いて、財政課長にお伺いいたします。 

 一般会計の歳入の10款１項の地方交付税に関

してですが、これはどの自治体においても地方

交付税は必要な住民サービスを施すのに重要な

一般財源で、本市においても歳入の４分の１以

上を占め、令和４年度予算案では前年度比

14.7％増の47億8,400万円を見込んでおります。

これは結構な伸びだなと思い、新聞報道された

ほかの市の地方交付税を見ますと、鶴岡市

5.1％増、東根市7.1％増など、もちろん様々で

した。 

 この地方交付税について、財政課長は、「こ

ちらも地財計画に基づいている。普通交付税は

昨年から４億2,400万円増。この要因は臨時財

政対策債の許可見込額が減少している分３億

6,500万円が交付税に振り替わってきたものが

大きく影響している。特別交付税は昨年より１

億9,000万円増。今年度、特別交付税対象の事

業が相当規模になっていて、特別交付税を見込
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んで計上することにした。主なものはスマート

シティ、地域おこし協力隊、集落支援員、中心

市街地活性化などの特交ルール分を増加計上し

た」と説明いただきました。 

 この具体的に述べていただいたところは理解

できたところなんですが、この最初の地方財政

計画に基づくということについて、もう少し具

体的に説明いただければと思います。 

○梅津善之委員長 鈴木嗣郎財政課長。 

○鈴木嗣郎財政課長 お答えいたします。 

 過日、当初予算の内示の際には、地方交付税

のうち特別交付税につきまして、委員おっしゃ

るとおり、増加要因を具体的にお示ししてご説

明いたしました。普通交付税の説明が地財計画

に基づくという大ざっぱな説明になったことに

ついて、おわびを申し上げたいと思います。 

 その普通交付税の部分について、改めてご説

明を申し上げます。 

 まず、収入のほうですけども、財政課の推計

に基づく市税の収入見込みと、地方財政計画に

基づく地方譲与税、県の通知に基づく地方消費

税交付金などの見込みから、令和４年度の基準

財政収入額を31億5,900万円と推計いたしまし

た。令和３年度予算編成時の推計と比べまして

3,900万円ほど増加しております。 

 一方、需要のほう、基準財政需要額でござい

ますが、令和３年度の算定額を基にいたしまし

て、地方財政計画で示されました市町村分の伸

び率、個別算定経費がマイナス1.5％、包括算

定経費がマイナス8.0％、臨時財政対策債がマ

イナス63.1％など、これらを用いて推計しまし

たところ、令和３年度の予算編成の推計から４

億6,300万円増の71億4,300万円となりました。

基準財政需要額推計から基準財政収入額推計を

差し引きいたしまして、普通交付税を39億

8,400万円と見込んだものでございます。 

 その結果、普通交付税が令和３年度の予算か

ら４億2,400万円増となったわけですけれども、

その中に臨時財政対策債の減少分３億6,500万

円があり、これが大きかったものですから、こ

れを主な要因と考えまして、過日の説明ではこ

の部分のみの説明となったものでございます。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 プラスして説明してい

ただきましたけれども、この質問を出して、そ

の後もいろいろ調べていますと、財政課長のお

話も理解できるところではあります。 

 なお、一つだけ質問させていただければ、そ

の個別の算定経費と包括の算定経費で、包括は

３割に当たるということなんですが、ここの算

定項目を見ていきますと、個別の算定経費につ

いては、例えば人口というのは相当数出てまい

ります。それから、包括算定経費についても人

口と面積で包括的に計算するということなんで

すが、こうして見ていきますと、地方交付税を

考えるときに、人口というのは相当大きな影響

があると、この言葉では感じてしまうところな

んですが、財政課長はそのところをどういうふ

うにお考えでしょうか。あるいは、人口減少は

地方交付税に大きく影響しないように、例えば

算定のときの係数で補正するとか、そのような

方法が取られて、あまり影響出ないようになる

と考えていいんでしょうか。その辺り、一つだ

け教えていただきたいと思います。 

○梅津善之委員長 鈴木嗣郎財政課長。 

○鈴木嗣郎財政課長 ただいまの普通交付税の委

員のお話は、実際の算定の際には人口、面積な

どの基礎数値を基に様々な補正が入って、最終

的には地方財政計画に基づいて、地方の一般財

源は基本的な国の水準で見るというようなルー

ルになってございます。したがいまして、当初

予算の見込みの中で、そこまでその人口や面積

というもので推計はしてございませんので、予

算でその人口や面積というようなところについ

ては、心配だとか、そういうもので計上したも

のでは、ないということをまず一つご理解いた
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だきたいと思います。 

 また、実際の交付税の算定において、人口や

面積やその他の基礎数値、様々ございますが、

それを用いてさらに補正係数等を使いまして、

基準財政需要額を積み上げていくというような

こととなってございますが、その際も地方財政

計画に基づいた算定となりますので、人口が減

ることに比例して普通交付税が減っているかと

いうことを見てみますと、ちょっと今、数字は

持っておりませんが、人口に比例して普通交付

税が減っているというようなことではないと考

えておりますので、いろいろ不安な要素として

はあるのかもしれませんが、国が地方財政計画

の中で、地方の一般財源を一定確保するという

ような仕組みになってございますので、人口が

減れば減っただけ普通交付税が減ってくるとい

うようなことではないと。 

 また、地方税が減れば、その分、交付税に跳

ね返って増えてくると。差引きになりますので、

増えてくるということもありますので、様々複

雑な算定を経て、普通交付税の額が決まってま

いりますので、人口の減少を直接見て、将来駄

目だとは、私は考えておりません。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 この財政のところはま

たいろいろ勉強させていただいて、教えていた

だきたいと思います。 

 続いて、２番目の質問に入ります。10款５項

２目、003市営スキー場管理運営費746万7,000

円について、健康スポーツ課長にお尋ねいたし

ます。 

 市営スキー場については、昨年の９月定例会

でも決算総括質疑でお聞きしました。学校教育

課長には、雪国の生活を踏まえて、スキー授業

についてのお考えを問いましたが、学校教育課

長は、その重要性を認識されているというお話

でした。 

 同じ内容を健康スポーツ課長にもお尋ねいた

しますが、本市のスポーツ振興と１人１スポー

ツを通した健康づくりを担っておられる健康ス

ポーツ課として、雪国の特徴を踏まえ、スキー

スポーツをどのように捉えておられるかお聞か

せください。 

○梅津善之委員長 菅 秀一健康スポーツ課長。 

○菅 秀一健康スポーツ課長 長井市は雪国であ

りますので、この雪を利用しながら楽しむこと

ができるスポーツというのはスキーだと思って

おります。冬期間のスポーツ振興には欠くこと

ができないと思っているところであります。 

 ですので、多くの方々に道照寺平スキー場を

安全にご利用いただけるよう、降雪前にはゲレ

ンデの整地作業やリフトの保守点検など、毎年

行っているところです。今後とも冬期間のスポ

ーツ振興のため、継続してスキー場の整備を行

ってまいりたいと思っているところです。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 昨年９月の定例会では、

課長が市営スキー場の問題点を捉えておられて、

改善のために有利な補助事業を探しているとい

うことでしたが、その点については引き続きお

願いすることにして、新たな課題についてお尋

ねいたします。 

 課長ご存じのように、今シーズン、３号リフ

トが故障で動きませんでした。市営スキー場は

初心者用の緩斜面と上級者用の急斜面があり、

３号リフトは急斜面に上るためのリフトです。

これが故障したため、今シーズンは急斜面が使

えず、コロナ禍もありましたが、技能検定のバ

ッジテストができませんでした。 

 ３号リフトが動かないという状態は市営スキ

ー場の機能が半分になるに等しく、影響は極め

て大きいと考えております。課長からは、故障

した部品が調達できないという説明を受けまし

たが、次のシーズンに間に合うのか、心もとな

く思ったところです。故障箇所はどこなのか、

部品調達をどのように行ってこられたのか、調
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達の見込みはあるのか、もしなければどのよう

に対応していくのか、今後の課としての対応を

ご説明いただきたいと思います。 

○梅津善之委員長 菅 秀一健康スポーツ課長。 

○菅 秀一健康スポーツ課長 まずもって、今シ

ーズン、３号リフト故障により、道照寺平スキ

ー場をご利用の皆様方にご迷惑をおかけしたこ

とをおわび申し上げたいと思います。 

 ３号リフト故障の概要ですが、１月４日、ス

キー場の運行前の試運転において３号リフトが

作動しなくなったことから、現場担当者が確認

したところ、リフトの制御基盤にエラーメッセ

ージが表示されていたということでありました

ので、リフトの保守点検業務委託業者に連絡を

し、現場状況を確認してもらったところ、制御

基盤の交換が必要というような説明がありまし

た。 

 健康スポーツ課としては、財政課と調整し、

すぐに復旧すべく予備費対応で修繕することと

し、委託業者のほうに部品調達を依頼しました。

しかしながら、メーカーからは、現在部品の在

庫はないこと、半導体の不足で部品調達がいつ

になるか、ちょっと不透明であるというような

話をいただきました。何とか今シーズン中に修

繕できるよう調達してほしいという依頼をした

ところですが、しかしながら、今シーズンの修

繕はかなわなかったということになりました。 

 半導体の生産、供給能力の確保につきまして

は、国家事業として取り組むと位置づけられて

おり、令和４年度中に部品は調達できるものと

思っておりますので、調達でき次第、来シーズ

ンに向け補正予算対応で修繕をしてまいりたい

と考えています。 

 また、調達できないことも想定し、早い段階

でリフトの保守点検業者との打合せ、そして長

井市スキー連盟、または道照寺スキー場運営委

員会との協議をしながら、何ができるか検討し

てまいりたいと思います。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 ぜひ継続して協議を進

めていっていただきたいと思います。 

 続いて、３番目の質問に移ります。２款１項

６目、008の中の細目のやまがたＡＩ部活動費

補助金100万円について３点、総合政策課長に

お尋ねいたします。 

 やまがたＡＩ部は、デジタル人材育成プロジ

ェクトとして2020年８月に活動を開始し、現在、

13の高校・高専の生徒60人以上が活動している

とされております。運営に参加する行政組織は、

山形県、山形市、鶴岡市、東根市で、26の正会

員企業と28の賛助会員企業、大学は山形大学、

東北芸術工科大学、東北公益文科大学が運営協

力をしているという大変大きな組織です。 

 ただ、置賜地方で名を連ねるのは米沢興譲館

高校と米沢工業高校だけで、このたびの活動費

補助金は唐突に感じたのも正直なところです。 

 そこで、まずお伺いいたしますが、ここに至

った経過はどのようなものだったのかご説明願

います。 

○梅津善之委員長 新野弘明総合政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 経過でございますが、

昨年11月、やまがたＡＩ部運営コンソーシアム

のほうから副会長の武田様、株式会社ジョイン

の代表取締役です、あと副会長の榊原様、ミク

ロン精密株式会社の代表取締役社長でございま

すが、長井市役所を訪問されまして、コンソー

シアムの事業内容につきまして説明を受け、市

長をはじめ幹部職員と懇談したところでござい

ます。 

 懇談の中で、まず１つは人口自然減とともに、

若者の流出が地方にとっては大きな問題となっ

ておりまして、将来の労働生産性の確保と地域

経済の発展のため、それに歯止めをかけること

は山形の経済産業界において非常に重要な課題

であること。 

 ２つ目としまして、女性の活躍推進や、女性
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も男性も共に働き、共に育む社会の実現を目指

し、女性が能力を発揮し、活躍できる環境の整

備も求められていること。 

 あと、３つ目としまして、一方で、高校教育

につきましては、探求型学習を取り入れまして、

グローバルな人材育成に向けまして、社会に開

かれた学びの土壌をつくる方向に向かっていま

す。高校生たちが地域の強みを学び、地域課題

と向き合い、実践的な体験と学ぶ機会を得るに

は、地域のオールステークホルダーとの連携が

必要不可欠であることということで、確認した

ところでございます。 

 そうした背景の下、当該コンソーシアムのほ

うではステークホルダーが相互に連携、協力、

行動し、山形の未来をつくる人材育成の一環と

してＡＩ教育プログラムでありますやまがたＡ

Ｉ部を推進、発展させることを目的として活動

している旨の説明を受けたところでございます。 

 また、令和３年度のコンソーシアムの支援自

治体と、その支援等について状況を説明いただ

きながら、令和４年度事業への連携、協力につ

いて依頼があったところでございます。本市と

しましては、当該コンソーシアムの目的、事業

内容に共感しながら、山形県内企業及び地域で

活躍できる人材、特にデジタルトランスフォー

メーション人材の育成、そして地元定着を促進

することを目的とするやまがたＡＩ部運営コン

ソーシアムの活動を支援するために、このたび

の新年度予算にやまがたＡＩ部活動助成金とし

て100万円を計上したところでございます。 

 先ほどありましたけども、令和３年度の自治

体の支援状況でございますが、山形県が475万

円、あと４市でございますが、山形市、酒田市、

鶴岡市、東根市が各100万円でございます。令

和４年度の自治体の支援状況、予定でございま

すが、７市４町のほうが新たに支援ということ

でございまして、県は同様に475万円、あと11

市になりまして、山形市は200万円、100万円増

えています。あと、酒田市、鶴岡市、東根市が

同額の100万円、そのほか上山市、村山市、新

庄市、天童市、寒河江市、尾花沢市、長井市が

それぞれ100万円ということでございます。あ

と、３町として大江町、河北町、山辺町で各10

万円という状況でございます。 

 なお、令和３年度の参加高校につきましては

13校で、部員は99名で、令和４年度の参加予定

校につきましては、８校増えまして21校となる

予定でございます。新たに地元でいいますと、

長井高等学校が参加予定でございます。現在の

ところでは、長井工業高等学校が参加予定にな

っておりませんが、新年度の事業開始に当たり

まして、ぜひ長井工業高等学校も参加いただく

ように、コンソーシアムのほうと調整している

ところでございます。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 昨年、依頼を受けたと

いうことですが、２点目の質問なんですが、今

申し上げましたように、置賜地方では米沢興譲

館高校と米沢工業高校で、新たに長井高校とい

うことなんですが、これは活動するのは高校生

ということなんですが、これはその高校生の例

えば部が決まっているわけではなくて、まだメ

ンバーは決まっていなくて、しかもどういう活

動を行うかということもまだ決まっていない状

況だと思うんですけれども、誰がどういうふう

な活動をするかというところは押さえていらっ

しゃるんでしょうか。 

○梅津善之委員長 新野弘明総合政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 具体的な活動について

は新年度、年度が替わってからになると思いま

すけども、具体的な活動としましては、ＡＩ甲

子園への参加ということです。こちらは課題が

与えられて、課題に対して組み上げたＡＩを発

表し、その成果を競うものでございまして、一

つの例としましては、天気予想ＡＩという課題

がありまして、気象庁の気象実績データを用い
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て、ＡＩを駆使しながら、指定日の天気を予想

するような取組でございます。 

 そういったＡＩ甲子園の内容、あとは実地活

動といたしまして、県内の企業訪問であったり、

イベントへの参加、あとは定期的に基本プログ

ラムということで、オンライン座学やコーチセ

ッション、あとハイレベルプログラムといたし

まして、山形大学のプログラムで課題に対しま

して中上級レベルのプログラムを取り組む活動

でございます。 

 決算書とか活動の内容を見させてもらいまし

て、支出内容を見てみますと、例えば備品であ

ったり、プログラムソフトウエアの購入であっ

たり、ライセンスの使用料のほか、講師の活動

費であったり、ＡＩ甲子園の費用、そういった

ところが費用として見られておりましたので、

そういったところの事業に支援する形で考えて

おりますが、あとは高校生についてはこれから

コンソーシアムのほうから各高校のほうと調整

しながら部員を募って参加を募るような形で考

えているところでございます。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 このやまがたＡＩ部の

考え方については、これは大変いい考え方だと

思いますし、人材の育成については一つの方向

性だとは考えております。また、本市について

も最初に市長がお話しになられたように、デジ

タルに重点を置くということにも合致するだろ

うとは思っております。 

 その上で、もう１点お尋ねいたしますが、こ

の100万円使うわけですので、当然ながらその

事業の成果ということも併せて考えるわけで、

その生徒の活動はＡＩ甲子園に参加と。そのほ

かの講習を受けたりということもあるようなん

ですけれども、そしてそこで生徒が活動して、

その先にどういう姿を描いていらっしゃるんで

しょうか、お尋ねいたします。 

○梅津善之委員長 新野弘明総合政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 成果指標でもないんで

すけども、まず、長井市の未来をつくる人材育

成として取組を考えていますけども、事業の評

価としましては、長井高等学校、あとこれから

お願いしますけど、長井工業高等学校の参加部

員数であったり、あとはＡＩ甲子園の発表成果

であると考えております。あと、最終的に本市

の成果としましては、将来的にＡＩの興味やス

キルを生かして地元就職やＵターンの就職を推

進していくことを考えているところでございま

す。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 このやまがたＡＩ部、

もともと創業、起業が山形県では全国一低いと

いうことを何とか変えたいということのような

んですが、そういう生徒が長井市のインキュベ

ーション施設を使って創業、起業に手を出して

くれるということがあればいいなとは感じてお

聞きしたところなんですが、関連して質問させ

ていただきますけれども、このやまがたＡＩ部、

チラシとかはネットで手に入ります。 

 このチラシを見ていきますと、コンソーシア

ムの正会員が年一口５万円、賛助会員は年一口

１万円、そして自治体、行政は会費不要ですと

なっているんですけれども、この100万円とい

うのはどういう名目での100万円なんでしょう

か。 

○梅津善之委員長 新野弘明総合政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 各自治体については、

会員として会費を支払いするわけでなくて、今

回のコンソーシアムの事業全体に対して、長井

市については活動費を助成するという形です。 

 あと、各市町村の予算を見てみますと、自治

体によっては負担金として計上しているところ

もあるようですが、長井市としては、その事業

に対して補助金で支援するという形でございま

す。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 
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○２番 勝見英一朗委員 先ほどの話ですと、県

の475万円は令和４年度も同じくと言われたの

ですが、ということは、毎年この金額が出てい

くということになるのでしょうか。 

 それから、あわせてなんですが、長井工業高

校、この前ビジネスチャレンジコンテストで長

井ＬＩＣさんが一般枠で出ました。一般枠で出

た目的は、いろんな活動をするのにいろんな機

材が必要なので、お金もかかるので、この賞金

を期待したということで、見事に入賞され賞金

を頂いたわけなんですが、そういう活動を実際

今されているわけなんですけれども、このオリ

ジナル人材なり、それから若い人の人材育成な

り、そういうことを目指すときに、このやまが

たＡＩ部への補助ということなんですが、さら

にそうした地元で今やっているような高校生の

活動、地域ＩＣＴクラブもありますし、そうし

た活動に対する支援なども含めて考えるべきで

はないかなとは感じたんですが、課長はその点、

どういうふうにお考えでしょうか。 

○梅津善之委員長 新野弘明総合政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 このたびの予算につい

ては、やまがたＡＩ部の活動に、まずは県内の

自治体が連携して支援するというところの枠組

みで、まず100万円は支援しながら、あと県の

ほうもちょうど今予算の時期ですので、475万

円は委託金という形で計上しているようでござ

います。そちらはこれからも続くんではないか

なと思ったところです。 

 あと、長井工業高校生のほうで頑張っている

ところについては、今回の補助金とは別に何ら

かの形で支援できるようなことは検討していき

たいと考えているところでございます。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 ３点目の質問は以上で

終わります。 

 ４点目の質問に入ります。10款１項２目、

116医療的ケア看護職員配置事業444万9,000円

について、教育長にお尋ねいたします。 

 これは改めて申し上げるまでもなく、医療的

ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

が昨年６月に交付、９月から施行されており、

地方公共団体の責務、学校設置者の責務が明文

化され、例えば学校設置者には看護師等の配置

などが求められるようになりました。 

 この支援法成立を受けて、県は令和４年度に

支援センターを開設するとし、本市においても

当該児童の障害の状況を判断し、小学校に看護

職員を配置することになったものと理解してお

ります。この対応について、特別支援教育に携

わる方と電話で話したのですが、長井市の判断

はすばらしいと褒めておられました。２年前の

令和２年３月定例会の一般質問で、医療的ケア

児のため、一時的にではあっても看護師派遣が

できないかと当時の厚生参事にお尋ねしたとき

は、看護職員以外の支援職員の加配や施設改修

など、困難な事情があるとのお話がありました。

そうした実情の中、支援法成立があったとして

も、このような対応を決められたことをまずは

英断と敬意を表したいと思います。 

 その上で、質問させていただきますが、配置

を決断なさるまで、どのような経過を経てこら

れたのか。小学校に特別支援学級を置くことが

できる障害の種類は知的障害など７項目挙げら

れておりますが、医療的ケアは記述されており

ませんので、医療的ケアが必要な児童の状態を

障害としてどのように解釈されたのかなど、こ

こまでの経緯をご説明いただきたいと思います。 

○梅津善之委員長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 お答え申し上げます。 

 議員からもありましたように、長井市内に医

療的ケアを必要とするお子さんがいるというこ

とを把握しておりましたので、令和３年６月に

この法が国会で成立した後、医療的ケア児の学

校への受入れに向けた総括的な管理体制の構築

のため、医療的ケア運営に関する検討委員会を
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設置し、医療的ケアへの対応の在り方を示すた

めのガイドライン策定などの準備を進めました。 

 この検討委員会のメンバーは、医師会から内

科医、小児科医２名、弁護士、看護師、県教育

委員会指導主事、校長会、教頭会代表それぞれ

２名、それから特別支援学校の管理職、養護教

諭部会代表、健康スポーツ課、福祉あんしん課、

子育て推進課の担当職員に依頼し、３回の会議

を経て幅広い視点からご意見を頂戴し、修正を

加えつつ、長井市小中学校における医療的ケア

に関するガイドラインを作成したところであり

ます。 

 ガイドラインでは、趣旨基準と運用、実施の

可否の決定、教育委員会、学校、主治医、学校

医、医療的ケア看護職員、保護者の役割等をこ

こで明記をしております。 

 受入れの可否を決定するまでの手続ですが、

医療的ケアに関する対応検討委員会において必

要とされる医療的ケアの状態、本人の教育的ニ

ーズ、本人、保護者の意見、医学等の専門的な

見地からの意見、学校や地域の状況を踏まえ、

実施の可否について長井市教育支援委員会に意

見書を提出します。長井市教育支援委員会では、

検討委員会からの意見書、医師の診断書、特別

支援教育に関する教育相談の結果を資料として、

該当する児童が就学に適する学校または在籍す

るに適する学級、学びを保障する上で必要な医

療的ケアについて協議を行ったところです。 

 最終的には本教育委員会が判断をするわけで

すが、これらのことを基に保護者との合意形成

を図り、医療的ケアを必要とするお子さんの在

籍については病弱学級がこの子の自立する力、

学ぶ力を最大限に伸ばす場と判断して、新たな

学級設置と、それからその学級のための教員の

配置を県の教育委員会に求めたところでありま

す。 

○梅津善之委員長 ここで昼食のため暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○梅津善之委員長 休憩前に復して、会議を再開

いたします。 

 午前に引き続き勝見英一朗委員の質疑を続行

しますが、蒲生光男委員が出席されましたので、

ご報告申し上げます。 

 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 それでは、引き続き質

問させていただきます。 

 先ほどは教育長から、ここに至るまでの経緯

をお話しいただきました。保護者からの依頼を

受けて、医療的ケアに関する対応検討委員会を

開催して、その後、教育支援委員会で検討し、

この当該の生徒の身体的な状況を考えて病弱の

学級を１学級新設するということに至ったとい

うお話をいただきました。その中でもお話しい

ただいた内容は、随分多い。それだけここを準

備するだけでも大きな検討をされたんだろうな

と感じたところです。 

 引き続き、あと２点質問させていただきます。 

 まず看護職員についてなんですが、この学校

に配置される看護職員について教育長にお尋ね

いたします。たんの吸引や栄養注入などの医療

行為を行う役割と思いますが、同時に、当該児

童が義務教育を受けられることを前提とし、医

療行為のために学習機会が損なわれることがな

いようにしなければならないという、医療行為

以外の配慮が必要になってまいります。その点

が一般的な看護職員と大きく異なるところで、

そうした理解を備えた看護職員の確保はなかな

か難しいだろうとも感じております。現在、看

護職員の確保に関し、どのように進めておられ

るか現状をお尋ねいたします。 
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○梅津善之委員長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 まず、その子の学習、学びの

実現についてでありますが、これは学校の中の

担任を中心とした教員が進めるわけです。これ

には特別支援学級の場合は、教育支援計画です

とか、それから指導計画等があり、それらを中

心にして学習を進めることになります。 

 私どもこの看護職員になる方に一番求めるの

は、そういった教育的な技術とか、そういう知

識よりも子供への温かなまなざしと、それから

時によっては、例えば子育てに悩んでる場合も

よくあると思います。そういったときの保護者

の方の話し相手になってくださるとか、そうい

うふうなところで、力を発揮するというのはち

ょっと語弊ありますけども、そんな相手になっ

てくださればいいなと思っています。まずその

子を中心に皆さんで寄り添って、そんな温かな

環境をつくるというのが私、一番の大事なとこ

ろでないかなと思います。 

 なお、今回新型コロナウイルス感染症の対応

で医療機関が逼迫している状況がもう２年以上

続いていることもありまして、医療的ケア看護

職員の確保というのは非常に困難を極めること、

これは当初から予想されておりました。本委員

会としては、該当するお子さんへの医療的ケア

を行うことができる看護師を確保すること、こ

れもちろん最大に重視をしております。 

 長井市では新学期までに教育委員会、関係各

課、医療関係者による医療的ケアのチーム支援

体制を整えるべく、これまでも市長部局の皆さ

んからも大きなお力添えいただきながら複数名

の医療的ケアの看護職員の確保を目指して今も

人選を進めているところであります。今のとこ

ろ順調にまず進んでいるなと捉えております。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 順調に進んでるという

ことで、あゆむに来られてる看護職員の方もそ

ういう意見を捉えて意欲的に来られてるわけで

すが、本市に勤務いただける看護職員について

もこうした役割の大きさにぜひ共鳴していただ

いて仕事に就いていただければなと感じており

ます。 

 最後に、もう１点質問いたします。２年半前

の令和元年９月定例会の一般質問で特別支援教

育に関する研修に絡み、特別支援教育の免許保

有教員数をお尋ねした折は、教育長から、特別

支援学校教諭免許状を保有している教員は６名

で、決して多いとは言えない状況ですとお話が

ありました。その後、どのように推移してるか

ですが、実務としての特別支援教育経験者は少

ないだろうと推察いたします。特に医療的ケア

も含めた経験となると、本市だけでは補えない

とも感じます。県立養護学校と連携することな

ども必要になると思うのですが、教員の研修を

この後どのように進めると考えておられるか、

教育長のお考えをお聞かせください。 

○梅津善之委員長 土屋正人教育長。 

○土屋正人教育長 今ご指摘のとおり、特別支援

教育の専門的な知識とか免許状を有する教員に

ついては決して十分とは言えません。 

 ただ、学校のほうで一番大事にしていること

は、その子一人一人の特性を見たときにみんな

で何ができるかというところを話し合います。

これは特別支援だけでなくて、いろんな配慮を

要する子供たちについては、実は年度初めに職

員会議で全職員でこれを共通理解として取り組

んでいこうという研修を組んでおります。私は、

これが一番大事なのでないかなと思います。 

 システム上ですけれども、この教員の研修に

ついては２種類あると思います。一つは、今の

共通理解の部分も含めて教職員全体の理解を広

めるための研修、それから特に必要な知識と技

能を身につけるための研修、この２つがあるか

なと思っております。 

 こういった研修の講師として、先ほどもご指

摘ありましたが、県立養護学校の先生方、それ
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から県が設置する予定の医療的ケア児支援セン

ター、これ県の方向で設置すると方針をいただ

いておりますので、これらの方々にお願いした

いと今考えております。 

 また、具体的に医療的ケアを必要とする子供

への対応についてですけども、市の関係各課、

それから学校医の先生、主治医の先生とも連携

しながら学校で必要と感じている研修を具体的

に行っていきたいと思います。 

 将来的には長井南中学校の敷地内に、米沢養

護学校西置賜校に相談センターの機能があると

聞いております。これらも深まってくると思い

ますので、全体を通じ連携を深めながら長井市

全体がぜひインクルーシブ教育の推進につなが

るように、そんなふうに進めていきたいなと感

じているところです。 

○梅津善之委員長 ２番、勝見英一朗委員。 

○２番 勝見英一朗委員 大変大きな決断をされ

て貴重な一歩を踏み出されましたので、ぜひこ

れがスムーズに進むことを願っております。 

 以上で質問を終わります。 

 

 

 内谷邦彦委員の総括質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、順位２番、議席番号７

番、内谷邦彦委員。 

○７番 内谷邦彦委員 政新長井の内谷邦彦です。

最初に、２款１項６目企画費、011オリンピッ

ク・パラリンピックホストタウン事業費1,527

万1,000円について伺います。 

 事業概要として2021年に開催された東京2020

オリンピック・パラリンピック競技大会におい

て、政府が自治体にホストタウン登録を推進し

ており、長井市民一人一人、特に次世代を担う

子供たちが、自分たちも東京オリパラに関わっ

ているという意識を醸成し、海外との積極的な

交流を図ることにより、本市の活性化につなげ

るもの。具体的には大会前後を通じた取組を核

として、地域のグローバル化による本市の世界

的な認知の向上とスポーツ振興、観光振興へつ

なげていくとしております。 

 最初に、総合政策課長に伺います。新型コロ

ナウイルス感染症により東京オリパラについて

規模が縮小され、事前に計画されていたホスト

タウンのタンザニア連合共和国やリヒテンシュ

タイン公国の選手、関係者と市民交流が一切で

きなくなり、テレビなどの媒体を通じての応援

しかできない状況で、今も直接の交流ができな

い状況です。当初に掲げていた、大会前後を通

じた取組を核として地域のグローバル化による

本市の世界的な認知向上についての成果はどの

ように考えているのかを伺います。 

○梅津善之委員長 新野弘明総合政策課長。 

○新野弘明総合政策課長 お答えいたします。 

 まず国については、スポーツ立国、グローバ

ル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資す

る観点から、参加国・地域との人的、経済的、

文化的な相互交流を図る地方公共団体をホスト

タウンとして登録し、東京2020大会の機運醸成

に向けて取組を推進してきたところでございま

す。 

 全国でのホストタウン登録の自治体数につき

ましては533件ございまして、数多くの自治体

で取り組んだ事業となってます。 

 本市についても市民の皆さんがオリンピアン

やパラリンピアンとの交流を通じスポーツのす

ばらしさを知り、大会参加者の方々との交流を

通じ外国を知り、長井市のよさを伝えるため、

タンザニア連合共和国とリヒテンシュタイン公

国をホストタウン相手国として、これまで様々

な交流事業に取り組んでまいりました。 

 コロナ禍の影響によりまして当初想定してい

たような大会期間中の選手の受入れであったり

海外訪問者との直接の交流は難しい状況となり


